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上記により特別遺族年金め支給を請求します。  
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労働基準監督署長 殿  ㊥   （代表者）の  氏 名  
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［注意］  

1 ※印欄に記載しないこと。  

2 事項を選択する場合には該当する事項を丸で囲むこと。  

3 ②の死亡労働者等の所属事業場名称所在地欄には、死亡労働者等の直接所属する事業場が←   
痕適用されている支店、土場、工事環境毎の場合に記入すること。  

4 ③の発病年月日爛は、確認できる場合にのみ記入すること。  

5 ⑤には、事業場において石綿ばく轟作業に従事した期間及び石綿ばく露作業の具体釣牢内容   
を記載すること。  

8 死亡労働者等が特別加入者であった場合には、事業主の証明は受ける必要がないこと。  

7 ⑥には、（診に記載した以外の事業場において、石綿ばく露作業に従事したことがある場合は   

その事業場の名称並びに石綿ばく露作業の従事期間及びその内容を記載すること。  

8 ⑥から⑨の欄内に記載することができない場合には、別紙を付して所要の事項を雷己載するこ   

と。  

9 この請求書には、次の書規その他の資料を添え 

（1）死亡労働者等に係る死亡診断書、死体検案書若しくは検視詞書に記載してある死亡原因  

等の事項についての地方法務局又は支局の証明書（当該証明書が発行されない場合にはこ  

れに代わるべき書槙）  

（2）請求人及び請求人以外の特別遺琴年季を受けることができる遺族と死亡労働者等の身分  

関係を証明することができる石綿健康被害救済法の施行日（平成18年3月27日）以降の日  

付で証明された戸籍の謄本又は抄本  

請求人又は請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族が死亡労働者等と婚姻  

の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった看であるときは、その事実を  

証明することができる書類（請求人等が当該書類を入手することができる場合のみ）  

（3）請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族（労働者の死亡当時胎  

児であった子を除く。）が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明する  

ことができる書類（請求人等が当該書類を入手することができる場合のみ）   

㈲ 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族のうち労働者の死亡の  

時から引き続き障害の状態にある者については、その事実を証明することができる医師又  

は歯科医師の診断書その他の資料  

（5）請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族のうち、請求人と生計を同じくし  

ている者については、その事実を証明することができる書類  

10 死亡労働者専が特別加入者であった場合には、⑤の事項を証明することができる書類その他   

の資料を添えること。  

11⑲については、次により記載すること。  

（1）特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、特別遺族年金の払渡しを金融機  

関から受けることを希望する者にあっては「金融機関」欄に、特別遺族年金の払渡しを郵  

便局から受けることを希望する者にあっては「郵便局」欄に、それぞれ記載すること。  

なお、郵便局か争払渡しを受けることを希望する場合であって振込によらないときは、  

「郵便局振替口座の口座番号」の欄は記載する必要はないこと。  
（2）請求人が2人以上ある場合において代表者を選任しないときは、⑦の最初の請求人につ  

いて記載し、その他の請求人については別紙を付して所要の事項を記載すること。  

12 ⑪については、特別遺族年金、特別遺族一時金又は労災補償の対象とならない者に対する救   
済給付（特別遺族弔慰金、侍別葬祭料）の認定等の有無を記載すること。  

13「事業主の氏名」の欄及び「請求人（代表者）の氏名」の欄は、記名押印することに代えて－   

自筆による署名をすることができる。  

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示   氏  名   電話番号  
社会保険労務士  

記 載 欄  
㊥  


